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令和７年１２月愛荘町議会定例会 

議 事 日 程 （ 議 員 提 案 ） 

                令和７年１２月１９日 午    時    分開議 
 追加日程第１ 意見書第２号 生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、 速やかな対応を求める意見書 追加日程第２ 議提第１６号 総務産業建設常任委員会閉会中の継続調査について 追加日程第３ 議提第１７号 教育民生常任委員会閉会中の継続調査について 追加日程第４ 議提第１８号 広報常任委員会閉会中の継続調査について 追加日程第５ 議提第１９号 議員派遣について 

 

 

 

 （令和７年１２月１９日 午    時    分    ） 
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意見書第２号 

 

令和７年１２月１９日 

 

 

愛荘町議会議長 河村 善一 様 

 

 

 

生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、 

                            速やかな対応を求める意見書 

 

 

上記の議案を、愛荘町議会会議規則第 14 条の規定により提出する。 

 

 

                提出者  愛荘町議会議員  瀧  すみ江 

 

                賛成者  愛荘町議会議員  澤田 源宏 

                        同     村西 作雄 

                        同     髙橋 正夫 

                        同     外川 善正 

                        同     竹中 秀夫 

                        同     辰己  保 
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生活保護費引き下げ違憲訴訟の最高裁判所判決を踏まえ、 

                            速やかな対応を求める意見書 

 

憲法２５条では「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」とし、国に対してすべての生活部面について、社会福祉・社会保障及び公衆衛

生の向上及び増進に努めることを求めている。生活に困窮したら誰でも利用でき人

間らしく生きるための保障が生活保護制度である。 

最高裁判所は６月２７日、厚生労働省が 2013 年から 2015 年にかけて生活扶助の

基準額を平均 6.5％最大で 10％も引き下げたことに対し、「物価変動率のみを直接

の指標として用いることについて合理性を基礎付けるに足りる専門的知見がある

とは認められない。デフレ調整について厚労省の判断には裁量権の逸脱または乱用

があり、生活保護法に違反して違法だ（要旨）」とした統一的な判断を示した。 

 よって愛荘町議会は、「最高裁判所の判決に従い生活保護利用者全員に対し、下

記の事項について速やかな対応をする」よう、国会及び政府に強く要請する。 

       

                 記 

 

１，緊急に物価高騰に見合う１０％以上の大幅な基準引き上げを直ちに行うこと。 

２，生活保護基準を２０１２年まで遡及し、減額によって侵害された原告・生活保

護利用者の生存権を一刻も早く回復すること。 

３，「物価偽装」などの手段を用い、基準部会に諮らないなどの違法な手続きによ

って保護基準を引き下げ、長期間にわたって原告・生活保護利用者の生存権を

侵害し、痛苦を与えてきたことに対し、真摯に謝罪すること。 

４，違法な減額処分を行った経過と原因、責任の所在を検証し、再発防止策を明ら

かにすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

宛先 衆議院議長  様 

   参議院議長  様 

   内閣総理大臣 様 

   厚生労働大臣 様 

 

令和７年１２月１９日 

 

                                   滋賀県愛荘町議会 
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議提第１６号 
 令和７年１２月１９日 

 

   愛荘町議会議長  様 
 

 総務産業建設常任委員会委員長  
 

 閉会中の継続調査申出書 
 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 
 

 記 
 

   事 件  総務および産業建設に関する事項について 
   理 由  総務および産業建設に関する調査を閉会中に行う必要があるため 
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議提第１７号 
 令和７年１２月１９日 

 

   愛荘町議会議長  様 
 

 教育民生常任委員会委員長      
 閉会中の継続調査申出書 
 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 
 

 記 
 

   事 件  教育および民生に関する事項について 
   理 由  教育および民生に関する調査を閉会中に行う必要があるため 
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議提第１８号 
 令和７年１２月１９日 

 

   愛荘町議会議長  様 
 

 広報常任委員会委員長  
 

 閉会中の継続調査申出書 
 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 
 

 記 
 

   事 件  議会広報に関する事項 
   理 由  議会広報に関する調査、発行業務を閉会中に行う必要があるため 
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議提第１９号 
               議 員 派 遣 に つ い て           
                             令和７年１２月１９日 
 次のとおり議員を派遣した。 
 １．部落解放研究第５８回全国集会  （１）目  的  総会及び研修  （２）場  所  宮崎県  （３）期  間  令和７年１１月１０日～１１日 （４）派遣議員  副議長 
 ２．滋賀県農政連盟湖東連絡協議会農政懇話会  （１）目  的  懇談会  （２）場  所  東びわこ農業協同組合 愛荘営農経済センター  （３）期  間  令和７年１１月１８日 （４）派遣議員  総務産業建設常任委員会委員長、副委員長 
 次のとおり議員を派遣する。 
 １． 滋賀県農政連盟愛知中部支部農政懇話会 （１）目  的  懇談会 （２）場  所  東びわこ農業協同組合 愛荘営農経済センター （３）期  間  令和７年１２月２１日 （４）派遣議員  全議員 
 ２．令和７年度明るい家庭・地域づくり推進大会 愛荘エデュケーション・アワード  （１）目  的  大会  （２）場  所  ハーティーセンター秦荘大ホール  （３）期  間  令和７年１２月２１日 （４）派遣議員  議長、教育民生常任委員会委員長 
 ３．２０歳のつどい  （１）目  的  ２０歳のつどい  （２）場  所  ハーティーセンター秦荘  （３）期  間  令和８年１月１１日 （４）派遣議員  議長、教育民生常任委員会委員長 
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４．わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ愛荘町実行委員会解散総会  （１）目  的  総会  （２）場  所  ハーティーセンター秦荘大ホール  （３）期  間  令和８年１月２７日 （４）派遣議員  全議員 
 

 


